


















を繰り返した（図 7）。
体温が 37℃以上であったり、体調に変化のある学
生からの連絡など、学生の健康管理は「学生連絡票」
で一元管理した（図 8）。2020 年 9 月末の時点で、42
人（全学生の 7％程度）からの連絡が集計されており、
何らかの理由で PCR検査をうけた学生は 2人いたが、
結果は陰性であった。

3． 学生が「感染予防行動を実践するという強い気持
ち」を持ちつづけること
大学における主役は、学生である。本学の学生は、
将来、医療の現場で活躍するという心構えを持ってい
る。学生と会話する中で、新型コロナウイルスに対す
る感染対策を十分に理解し、適切に予防行動を実践し
ようという強い気持ちを持ちつづけていることが感じ
られる。

Ⅲ．今後の課題

最後に、新型コロナウイルスによって引き起こされ
た今回の騒動は、数年程度の一過性のものである。免
疫力が低下した患者が入院している病院における感染
対策で重要な病原体は、なかなか症状が出ないため
に、静かに広がっていく薬剤耐性菌である。薬剤耐性
菌による感染症は、治療として使える抗菌薬が限られ
るため、院内感染のレベルを超えて、いまや人類全体
の深刻な問題となっている。
今回のコロナ対策を契機に、看護大学における感染
対策教育の内容をより充実させることが重要であると
考えられる。

図 7　四年生の学内演習の一場面（エプロンを適切に脱ぐ練習）

図 8　学生連絡票
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Ⅰ．はじめに

2019 年 12 月頃から原因不明の肺炎の発症が伝えら
れた。翌月 14 日には、わが国初の新型コロナウイル
ス感染症患者が報告され、未知なるウイルスに対する
感染の危機が身近なものとなった。
このような新型コロナウイルス感染者の推移をふま
えて、本学では、教育活動の継続に向け、学長を本部
長とする新型コロナウイルス感染予防対策本部（以
下、対策本部）が立ち上がり、感染予防対策がすすめ
られた。この時期は、通常授業と並行して試験や卒業
式・入学式などの行事の準備を進める時期であった。
本稿では、本学の新型コロナウイルス感染症予防対策
のうち、新学期開始に向けたオリエンテーション開催
における感染症予防対策、およびその後の学内におけ
る感染症予防対策について述べる。 

Ⅱ．新型コロナウイルス感染予防

本学の場合、新学期オリエンテーションは、通常 3
月末から在校生、新入生に対して実施される。しか
し、今年度は、新型コロナウイルス感染予防の観点か
ら、入学式は中止され、在校生・新入生に対して、学
年ごとに日を分けて実施することが対策本部で決定さ
れた。
新型コロナウイルス感染症予防対策について、3月
9日「新型コロナウイルス対策専門家会議」は「換気
の悪い密閉空間」「多くの人が密集」「近距離での会
話や発声」の 3条件が同時に重なるような場所や場
面を避ける行動をとるよう呼び掛けていた（NHK，
2020）。このような「3密」情報や医療における感染

コントロールに関する専門的知識から、新学期オリエ
ンテーションおよびその後の遠隔授業・対面授業にお
いて、大学入構時・昼食時について感染対策を講じ
た。また、授業時や共同利用施設・設備についても感
染対策を取っている。

1．大学入構時の予防対策
1）新学期オリエンテーション
新型コロナウイルスは、肺炎を発症する呼吸器感染
症である。このことから、飛沫防止、接触防止、そし
て「3密」防止について、入構時の学生の動きを想定
して入構から出講までを 1経路として、経路が重なら
ないように設定した（図）。まず、学生が大学に入構
する経路を 1経路にし、入口を正面玄関 1点にした。
次に、学生は、スクールバスの利用者がほとんどであ
り、大学到着時には玄関に密集することが予測された
ため、到着した学生を玄関に誘導する際、間隔を開け
て 1列に並ぶように案内した。そして、玄関に入る際
は、看護学教員が学生一人一人に、アルコール消毒液
による手指消毒とその方法を説明し、次から個人で実
施できるようにした。
受付を済ませた学生は、「体調確認記録用紙」に熱
感、咳などの体調と、渡航歴や感染拡大地域への滞在
歴を記入し、体温測定に進んだ。体温測定では、看護
学教員が非接触型体温測定器を用いて体温を測定し、
「体調確認記録用紙」の記載内容を確認した。体温が
37.0℃以上の学生、体調不良や感染拡大地域への滞在
歴ある学生は、感染コントロール医師（ICD）の問診
を受けるようにした。体温測定、「体調確認記録用紙」
の記載内容確認には、記載内容以外の観察を目的に看
護学教員を配置した。この過程を経て、感染が予想さ
れない学生は、オリエンテーション会場に入場した。
2）遠隔授業，対面授業
新学期オリエンテーション後も、学生が入構する経

特　　集

新型コロナウイルス感染症の新学期開始時の予防対策
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路を 1経路にし、入口を正面玄関 1点にした対応を継
続している。入構する学生は、個々に玄関に設置され
たアルコールによる手指消毒を行い、そして「体調確
認記録用紙」に記載してから、図書館、情報処理室な
ど使用が許されている教室に行くようにしている。

2．昼食時の予防対策
昼食時は、マスクを外すことから「近距離での会話
や発声」が予測されるため、使用できる学食テーブ
ル席を、間隔を開けて配置し、それぞれに番号を付
し、席ごとにパーテーションを付けた。学生には、使

 

 

 

 

図．学生の移動経路
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用したテーブル席番号を記録するように説明した。こ
れは、感染者が発生した場合、速やかに濃厚接触者を
確認することをねらいとしている。昼食後、学生は各
自使用したテーブルの消毒を実施するようにした。ま
た、教員、職員が専門領域ごと、事務課ごとに担当期
間を決めて、昼食時には教職員が学生の密集や会話の
状況を巡視している。

Ⅲ．教室等施設利用時の予防対策

対面授業では、学生の座席を指定し、授業中は、教
室の窓開放と、サーキュレーターを使用し「換気の悪
い密閉空間」にならないようにしている。また、授業
後は、学生が使用した机を消毒する対策をとってい
る。このような対策は、自己学習で大学に入構した学
生も、教室等を使用するにあたっては、同様の対策を
とることになっている。

Ⅳ．共同利用施設・設備の感染予防対策

大学内では、教室など使用者が明確な場合は、使用
者が使用中・使用後に感染防止対策をとる。しかし、
複数の人が共同で使用する施設や設備は、使用者が不
明確になる可能性がある。このことから、エレベー
ターや大学入構時に使用する玄関ドア、印刷室などの
感染防止対策について、清掃業者の協力得ながら教職
員が分担して実施する対策を取った。
教職員、それぞれが使用する頻度が高い施設や設備
を担当することにし、担当期間を決めて、対応してい
る。特に教員は、実習等学外での教育活動があること
から、領域の授業等を考慮し、対策が負担にならない
ように配慮して担当場所・担当期間を計画している。

Ⅴ．今後の課題

今回、新型コロナウイルス感染症予防対策におい
て、例年実施されている新学期オリエンテーション
は、学生、教職員がともに新型コロナウイルス感染か
らの予防対策をしながら進めていかなければならな
かった。災害発生時の訓練を受けていた総務課職員と
ともに、教職員の感染に関する専門知識・技術を活か
しながら、まず新学期オリエンテーションの内容から

学生の動きを想定し、必要な備品を確認した。次に対
策本部で実施方法について合意を得て、それを教職
員・学生にメール配信し、新学期オリエンテーション
に至った。新学期オリエンテーションには、全教職員
が関わるようにし、それぞれの役割は専門性を考慮し
依頼することにした。この過程において、教職員から
は備品の提供や、協力の意思表示など “ 今 ” が緊急の
状況であることが暗黙の了解として感じられた。この
ようなことから、急な依頼であったことや、対面での
十分な説明が出来ないにも関わらず、それぞれの役割
が円滑に遂行されたものと考えている。
このような状況において、短時間に実施方法を伝
え、理解を得るためには、全体像の提示、具体的な依
頼内容の提示、担当者の明示は、重要なことである。
そして、それらを書面にして速やかに周知することが
必要であろう。
感染予防対策は長期にわたることが予想されること
から、入構時の感染予防対策、昼食時の感染予防対
策、共有部分の感染予防対策では、簡単に短時間で実
施できる、実施者にとって負担にならない方法である
ことが必要である。また、実施される演習・実習を配
慮した担当者・領域のローテーションを組む、担当曜
日を考慮するなどが必要になろう。このような対策を
とることで、感染予防対策が、限られた人への負担に
ならず、継続していけるのではないかと考えている。
新型コロナウイルス感染症の感染傾向は、いまだに
収束の様相が見えないままである。近い将来、感染の
危機がない状態で大学における教育活動が再開される
ことを願っている。

引用：
NHK「3 つの条件の重なりを避けて」専門家会議
が見解【全文】https://www3.nhk.or.jp/news/
special/coronavirus/view/detail/detail_03/html
（2020/12/25 検索）
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Ⅰ．はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大にともない、2020 年
3 月 30 日、本学に新型コロナウイルス感染予防対策
本部が発足し、機能班として〈実習班〉が位置づけら
れた（4月 6日）。実習班の役割は、次の 3点である。
・ 実習での感染予防具体策の提示・物品準備
・ 実習実施可否の確認と否の場合は代替案の調整
・ 実習施設の実習要件の取りまとめ
本稿では、実習班として活動した感染拡大に対応し
た臨地看護学実習計画（以下、実習計画とする）の立
案と、臨地実習を実施する前提条件として実施した感
染予防行動の定着化への取り組みを総括し、実習班と
しての今後の課題を明らかにする。なお、ここでは、
各領域別の臨地看護学実習の実習計画に焦点をあてて
記述した。

Ⅱ．臨地看護学実習計画と感染予防の取り組み

表 1は、新型コロナウイルス感染予防対策本部会議
を経て決定された実習に関する基本方針等を抜粋し、
示したものである。

1．実習計画の修正（2020年度前期：4年生）
当初、2020 年度前期の臨地実習は、5月 18 日から
開始する予定であった。しかし、日本赤十字豊田看護
大学 新型コロナウイルス感染予防に対応した教育活
動に関する指針Ver.2（4 月 17 日）の基本方針を受け、
学内実習を 6月 1日以降、臨地実習の開始時期を 7月
6日以降とする実習計画表の修正案を作成した。主要

な実習施設との調整は、修正案に基づき、大学から学
部長が窓口となり、一本化して行った。しかし、実習
施設との調整が困難であった老年看護学および在宅看
護学の実習については、全てを学内実習に切り替えざ
るを得なかった。これら 2領域以外の実習は、従来の
臨地実習の日数を減じて、学内実習と組み合わせて実
施する方向で調整をおこなった。
愛知県独自の緊急事態宣言の解除の発令（5 月 26
日）を受けて、6月 1 日から学内実習を開始し、7月
6日から臨地実習を再開した。
しかし、実習計画の修正後に主要実習施設より実習
受け入れ中止の連絡を受けた。そのため、新規の実習
施設開拓を含め、各実習施設に対して受け入れ期間の
変更を打診し、調整を試みた。しかし、調整が不調に
終わったため、成人看護学実習に関しては、一部の学
生がすべての実習を学内実習に切り替えて実施するこ
ととなった。

2． 実習計画の修正（2020年度後期～ 2021年度前
期：3年生）
3 年生の 2020 年度後期からの実習については、臨
地実習と学内実習を組み合わせて実施する方向で実習
計画表（7月 10 日版）を作成したが、上記 1．と同様
に主要実習施設より実習受け入れ中止の連絡を受けた
ことから、臨地実習に関する基本方針に基づき、実習
計画を大幅に修正した。
2020 年度後期～ 2021 年度前期の看護学実習（臨地
実習）の主な基本方針は以下の通りである。
①  3 年生の臨地実習は、10 月から 12 月初旬にかけ
て再配置する。

② 基礎看護学実習Ⅰ・Ⅱおよび成人看護学実習（急
性期実習 1週間・慢性期実習 1週間）は、該当学
生全員が経験できるように計画する。

特　　集

 新型コロナウイルスの感染拡大に対応した
臨地看護学実習計画と感染予防の取り組み
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③ 各領域実習は、臨地実習を 2分の 1とし、臨地実
習の代替としての学内実習を 2分の 1と組み合わ
せて実施する。

3． 臨地実習の実施を前提とした感染予防行動の定着
化への取り組み
4 月 13 日および 17 日に臨地実習に関する前提が提
示されたことを受け、実習班として以下の感染予防に
関する取り組みを実施した。

1）感染予防に関する学内演習
臨地実習開始前に学生全員が十分な感染予防行動が
とれることを目的に、感染予防に関する学内演習を順
次、実施した。対象学生は 2～ 4 年生である。講義・
演習に先立ち、教員間の感染予防に関する基本的な技
術を統一するために、看護系教員全員に対して演習の
デモンストレーションを実施した。学生に対しては、
臨地実習の初日に学内演習として実施した。なお、学
内演習は、講義と演習から構成され、講義は、本学
ICD（Infection Control Doctor ）の下間正隆教授によ

表 1　実習に関する主な基本方針

月日 実習に関する事項 出典

4月 13 日 〈2020 年度前期看護学実習（臨地実習）の実施に関する基本方針〉
・ 臨地実習前に感染予防に関する学内演習を実施し、当該学生全員が十分な
感染予防行動がとれることを確認する。
・ 看護学実習の中でも核となる成人看護学実習Ⅱ・Ⅲ（各 2単位）は、それ
ぞれ 45 時間（5日間）の病棟実習の実現に向けて調整し、学内実習と組み
合わせて教育の質を保証する。
・ その他の領域の看護学実習については、それぞれ 45 時間（5日間）の病棟
実習の実現に向けて調整し、学内実習と組み合わせて教育の質を保証する。
ただし病院から実習受け入れ中止の連絡があった場合には、全てを学内実
習に切り替えて対応し、教育の質を保証する。

日本赤十字豊田看
護大学 新型コロナ
ウイルス感染予防
に対応した教育活
動に関する指針

4月 17 日 〈2020 年度前期看護学実習（臨地実習）の実施に関する基本方針〉
・ 看護学実習の開始予定時期は、7月 6 日以降とし、実習計画表の修正案を
作成する。
・ 前期の看護学実習の実現が可能か否かを、6月 2 日（火）に感染拡大状況
に応じて判断する。

〈臨地実習の実施に関する前提〉
・ 臨地実習開始前に感染予防に関する学内演習を実施し、当該学生全員が十
分な感染予防行動がとれることを確認する。
・ 学生が、体温測定をはじめ、自己による健康管理を実施し記録することを
前提とし、実習指導教員は学生の健康状態を確認し、実習実施可否を判断
する。
・ 実習期間中、学生が実習施設へ通学する経路での感染予防行動を含め、感
染予防行動の実施を確認する。

日本赤十字豊田看
護大学 新型コロ
ナウイルス感染予
防に対応した教育
活動に関する指針 
Ver.2

6 月 2 日 ・ 6 月 1 日から学内実習を開始した。
・ 7 月 6 日からの臨地実習について再開することを決定した。

第 13回新型コロナ
ウイルス感染予防対
策本部会議 議事録

8月 31 日 〈2020 年度後期看護学実習（臨地実習）の方針〉
・ 3 年生の臨地実習は、10 月から 12 月初旬にかけて再配置し、感染拡大が
収まった時期に行う。
・ 各実習とも 1週間は臨地で実習できることをめざす。ただし、施設から実
習受け入れ中止の通知があった場合、時期を変更しての調整を行い、これ
らが不可能となった場合には、学内実習に切り替える。

日本赤十字豊田看
護大学 学部生・保
護者の皆様へ
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る講義（必携　病院実習感染対策マニュアルを教材と
して配布）と、その後、看護教員による演習（①手指
衛生　②手袋の着脱　③個人防護具の着脱　④マスク
のはずし方）を実施した。
2） 【健康観察記録】の作成と学生への周知
学生が体温測定をはじめ、自己による健康管理を実
施し記録することを前提とした健康観察記録票を作成
し、学生自身で感染管理ができるしくみを作った。
3） 感染対策チェックリスト（臨地実習を行う学生用）
の作成
実習期間中、学生が実習施設へ通学する経路での感
染予防行動を含め、感染予防行動の実践を確認するこ
とを目的に作成した。
4）その他
その他の感染予防に関する取り組みは以下の通りで
ある。
・ 臨地実習を行う学生への感染対策に関する指導に関
する資料作成 （臨地実習施設との打ち合わせ資料）
・ 新型コロナウイルス感染症　学生の健康状態モニ
ター手順【学部生　臨地実習用】の作成
・ 学内実習利用教室希望調査および調整
・ 学内実習および演習による学内学生数の確認およ
び調整
・ 学外視聴希望のDVDの取りまとめ
以上について、大学の基本方針および感染拡大状況
に応じて、適宜修正しながら対応した。

Ⅲ．今後の課題

新型コロナウイルス感染症の感染拡大に関する予測
は難しい状況であるが、今後も感染拡大を想定した実
習計画の作成・調整が必要である。今後の課題は、以
下の通りである。
① 大学の方針に沿った実習計画の作成
 実習に関する大学の方針は実習開始 2か月前に決定
する。それを受けて実習計画を作成し、学生に情報
提供していくことで、不安の軽減に努める。
② 各領域との実習調整
 各領域の臨地実習について、大学の方針に基づく実
習計画の作成に協力を依頼し、各領域の現状に合わ
せて調整する。

③ 実習施設との連携
 実習施設側には、感染拡大に伴い医療従事者の負担
が増大している中で看護学生の実習を受け入れてい
ただいている。今後さらに実習施設との情報共有お
よび連携を強化し、学生にとって現状の中で最良の
実習環境を整える。
④ 感染拡大に伴う看護学実習への影響等についての情
報収集
 現在、文部科学省をはじめ日本看護系大学協議会等
が新型コロナウイルス感染の感染拡大に伴う看護学
実習への影響等について調査を行っている。調査に
より学内実習や遠隔実習をどのように実施したか
や、どのような取り組みが効果的であったかの知見
が蓄積されつつある。これらの調査結果について学
内で情報共有し、学生にとって教育の質を確保した
よりよい実習計画について検討する。
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新型コロナウイルス感染予防対策本部　組織図
 https://www.rctoyota.ac.jp/wp-content/uploads/
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（2020 年 12 月 28 日）

― 38 ―

日本赤十字豊田看護大学紀要16巻 1号　2021



Ⅰ．はじめに

2020 年の年明けとともに海外よりもたらされた原
因不明の肺炎の一報は、その後、新型のコロナウイル
スの感染が原因であることが次第に明らかとなった。
2002 年にアウトブレイクした SARS（Severe Acute 
Respiratory Syndrome）コロナウイルスによる重症
急性呼吸器症候群、2012 年から中東地域を中心に流
行を繰り返している中東呼吸器症候群の原因である
MERS（Middle East Respiratory Syndrome）コロナ
ウイルスがこれまで日本に及んでいないことから、今
回の新型コロナウイルスも日本で感染が広がる前に終
息する、あるいは日本では感染拡大はおきないのでは
ないかとの期待もあった。しかし、間もなく関東地方
で国内初の感染者が確認され、さらに感染の震源地と
される武漢市が突如都市封鎖となり、新型コロナウイ
ルスの感染拡大阻止が容易ではないことに徐々に気づ
かされることとなった。
それでも、東海地方に影響が及ぶ前に何らかの有効
な対策がとられるのではないかとの期待があった。し
かし、その期待もむなしく、次第に国内の各地で感染
が確認され、同時に世界の国々で人々の健康や生命、
生活、経済に深刻な打撃を与えながら新型コロナウイ
ルス感染は広がり、3月の下旬には、7月に開催を予
定していた東京五輪・パラリンピックの 1年延期が告
げられる事態となった。そして、新型コロナウイルス
の影響は、社会全体へ余すところなく及ぶ状況となっ
ている。
東京五輪・パラリンピックの 1年延期が告げられる
1か月ほど前、安倍首相（当時）は全国すべての小中

高校などを 3月 2日から春休みまでの間、臨時休校と
することを要請し、新型コロナウイルスの感染拡大は
教育の現場にも大きな影響を与えることとなった。さ
らに、4月に入ると新型コロナウイルス対策の特別措
置法に基づく措置として緊急事態宣言を発出し、人と
人との接触を最低 7割、極力 8割減らす目標を掲げ、
国民に外出自粛などの徹底を呼びかけた。
この緊急事態宣言が出される 1日前の 4月 6日、文
部科学省より大学等における遠隔授業の実施に当たっ
ての学生の通信環境への配慮等についての通知が出て
いる。さらに、遡ると 3月 24 日には 2020 年度におけ
る大学等の授業の開始等について通知の中で、対面で
の授業が困難な場合、遠隔授業の活用により学修機会
の確保を行うことに言及しており、講義形態の遠隔授
業への急速な対応が求められる状況となった。

Ⅱ．ネットワーク環境調査

情報ネットワーク支援室に遠隔授業の具体的な方法
の検討が鎌倉学長より求められたのは 4 月 9 日午前
10：32 であった。2日前に 7つの都道府県に緊急事態
宣言が発出され、近日中に愛知県にも適用されるので
はないかとの見通しによるものと思われた。
この指示を受け、情報ネットワーク支援室の室長
である森田は 1．学生のネットワーク環境の把握、
2．インターネットを用いた授業実施の意向把握、3．
Teams による学生の接続試験、の 3点について早急
に取り組むことを情報ネットワーク支援室のメンバー
に伝えた（同日 12：40）。第 1の学生のネットワーク
環境の把握の調査項目として、学習に利用できるパソ
コン（以下、PC）、タブレットなどの所有状況、遠隔
授業を受ける場所を確保できるか、インターネット接
続環境、印刷に関する環境についての調査案が作成さ

特　　集

 新型コロナウイルスの感染拡大に対応した
情報ネットワーク支援

森田　一三 1　初田　真人 1　高見精一郎 1　渡辺　達郎 1　芝口　太一 1

1 日本赤十字豊田看護大学
 情報ネットワーク支援作業部会
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れた。同調査は Forms を利用し、同日（19：48）に
全学部学生に向けて発信された。また、第 2の授業の
オンライン化についての調査を各領域教授に向けて同
日（20：12）に実施した。
翌 10 日、第 1の学生のネットワーク環境の把握の
調査に対し、正午の時点で 4 学年合わせて 368 人の
学生から回答があり、これらについて集計を行った。
その結果、パソコンを所有する学生は 1 年生 40 名
（56％）、2 年生 84 名（83％）、3 年生 87 名（91％）、
4 年生 81 名（82％）であった。また通信環境が不明
またはスマートフォンで 1か月当たりの通信容量が
5GB（ギガバイト）未満の学生が 1割程度いる可能性
が明らかとなった。印刷環境がない学生が 24％おり、
各自で印刷が必要となる課題を実施することが難しい

と思われた。本調査結果については同月 16 日に開催
された第 6回新型コロナウイルス感染予防対策本部会
議で 15 日までに回答の得られた情報について報告を
した。この時点での回答者は 416 人、全学部学生の
78％であった（表 1、図 1-3）。
インターネットを用いた授業実施の意向について
は 12 人からの回答を得、オンラインによる授業の実
施を予定していると回答した者は 11 人であった。ま
た、6人が録画配信による遠隔授業を考えていると回
答し、ライブ配信による講義を考えている者は 5人、
資料配布による遠隔授業を行うと回答した者は 8人で
あった。
新型コロナウイルス感染予防対策本部において、新
型コロナウイルス感染予防対策の一環として情報ネッ

表 1　自宅または下宿で利用できるインターネット環境

有線接続
モバイル
Wi-Fi50GB
超 / 月

モバイル
Wi-Fi50GB
未満 /月

スマホ
50GB
超 /月

スマホ
50GB
未満 /月

スマホ
5GB

未満 /月

無い・
わからない

1年生 有 75 5 5 7 14 14 4
n=93 無 18 88 88 86 79 79 89
2 年生 有 88 10 5 13 21 8 4
n=112 無 24 102 107 99 91 104 108
3 年生 有 92 6 3 19 24 5 5
n=106 無 14 100 103 87 82 101 101
4 年生 有 82 11 5 17 30 6 3
n=105 無 23 94 100 88 75 99 102

スマホ：スマートフォンによる通信量の契約、GB：ギガバイト
在籍者数：1年生 =129 人、2年生 =132 人、3年生 =133 人、4年生 =136 人
第 6回新型コロナウイルス感染予防対策本部会議資料より引用改編

実際に使うことのできる実人数の把握を目的としたことから、割合ではなく人数で示した。
第 6回新型コロナウイルス感染予防対策本部会議資料より引用改編

図 1　学生個人の学習用に使用可能な端末の所持状況
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トワークの拡充を図るための情報ネットワーク支援室
のメンバーを中心とした組織は、情報ネットワーク支
援作業部会と呼称されることとなった。

Ⅲ．ライブ配信環境の決定

情報処理室等で多人数が同時にネットワーク接続を
行うと、遅延が生じる現象が以前より確認されてお
り、大学のインターネット接続速度の改善は課題と
なっていた。しかし、遠隔授業においてライブ配信は
不可欠であり、4月 3 日の第 6回新型コロナウイルス
感染予防対策本部会議で講義開始予定は 5月 11 日に
決まったことから、通信環境の確認を含め、大学の
ネット環境ででも実施可能なライブ配信方法の選定が
急務となった。
ライブ配信実現の可能性のある方法としてTeams

（マイクロソフト社）と Zoom（Zoom ビデオコミュ
ニケーションズ社）の 2つのサービスが候補として
挙がった。この 2 つが候補となった理由は、大学の
電子メールシステムがOffi  ce365 を用いていることか
ら、同じサービスに含まれるTeams は導入が容易で
はないかと考えたことによる。一方、Zoomはすでに
Web 会議などにおいて世界で広く導入が進んでおり、
操作性と通信品質が優れているとされていたことから
候補とした。
4月 8 日の時点でこれまでの経緯から遠隔授業の可
能性があると考え、渡辺はTeams の動作確認をすで
に進めており、操作方法や設定の不明点についてマイ
クロソフト社へ問い合わせを行い、Teams 使用の環
境構築を始めていた。Zoomについては遠隔授業の具
体的な方法の検討を求められた翌 10 日に、情報ネッ
トワーク支援作業部会のメンバーで接続確認を実施し

実人数の把握を目的としたことから、割合ではなく人数で示した。
第 6回新型コロナウイルス感染予防対策本部会議資料より引用改編

図 2　大学に来ることができない場合の遠隔授業に参加する場所の確保の状況
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実人数の把握を目的としたことから、割合ではなく人数で示した。
第 6回新型コロナウイルス感染予防対策本部会議資料より引用改編

図 3　自宅での印刷環境
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た。しかし、その翌日、Zoomの利用におけるプライ
バシーや安全性の指摘をうけ、Zoomの使用の是非の
判断が必要となった。この時、指摘された安全性等の
問題はすでに改善が進み、実際は問題が無いとされて
いたが、マスコミが依然として指摘をしていること
や、それらの情報により利用する学生や教員が不安に
思いながらの使用は適切でないこと、また、費用負担
がない状態での Zoom使用について、利用時間の制限
がある可能性や同時接続の人数制限の問題などもあ
り、総合的に考慮して Zoom使用の断念を決断した。
これにより、ライブ配信手段はTeams に絞られるこ
ととなった。しかし、この時点でTeams によるライ
ブ配信実施のめどはたっていなかった。

Ⅳ．Teamsによるライブ配信

すでに渡辺が進めていたTeams によるライブ配信
接続試験は、4月 8 日の時点で成功していなかった。
大学はマイクロソフト社との Offi  ce365 Education
サービスの使用契約を行っており、Teams の利用に
ついては可能な状況にあったが、その設定は複雑であ
り、またweb アプリのため随時行われる仕様の変更
に伴いネットワーク上の情報が陳腐化しており、問題
解決を困難にしていた。さらに、マイクロソフト社の
サポート窓口は混雑しており、問い合わせに対して返
答を得るまでに時間を要し、また、充分な内容の回答
を得ることは難しかった。そのような中、大学のネッ
トワーク保守を行う SCSK 社からもたらされた情報
が、Teams によるライブ配信の問題を解決に導いた
（4月 13 日）。このことにより、Teams によるライブ
配信を行うことが可能な状況にひとまずなったことか
ら、検証作業の準備に移った。翌日より教職員を対象
として、多人数でのライブ配信接続検証を行う旨の案
内を行った（4月 13 日 19：51）。
翌日 15：00 より、予定通り、教職員を対象とした
Teams によるライブ配信の検証を実施した。ライブ
配信の検証内容は、カメラ映像および音声、画面共有
による動画およびパワーポイントの視聴可能性であっ
た。参加者は 50 人ほどであったが、接続ができな
かった者からの報告が検証後届き、さらに、画質、音
声においても不十分と感じる回答が多くの割合でなさ
れ、先行きが不安な検証結果となった。しかし、検証

を進めながら改善を図ることとし、翌日には 3年生を
対象としてTeams によるライブ配信を行うための案
内を行った（19：54）。
翌 4月 15 日、予定していた 15：00 より 3年生を対
象としたTeams によるライブ配信検証を実施した。
内容は教職員と同じでカメラ映像および音声、画面共
有による動画およびパワーポイントの視聴可能性につ
いてである。70 人程度の接続を得て検証を終えたが、
画質、音声ともに不十分であるとする者が多く、課題
が浮き彫りにされた検証結果であった。
画質、音声の問題は解決していないもの、これら
は、高性能な機材を用いることで解決が図られること
を期待し、ネットワーク環境の検証を進めることとし
た。3年生 1 学年での検証を終えたことから、今後、
複数学年での同時配信の可能性を検証するために、学
内の 4か所から配信を同時に行い、4学年の学生が同
時接続をした場合の接続検証を計画した。4月 22 日
に新型コロナウイルス感染予防対策本部会議が開催さ
れることから、本会議で検証の結果を報告するため、
21 日を検証実施日とした。翌週に検証を実施する旨
の連絡が、17 日（18：17）、全学年の学生に向け送信
された。
4月 21 日は予定通り 14：00 から検証が開始された。
4つの PCからそれぞれライブ配信を行い、各学年約
100 人の参加を得て進められた。その結果、4か所か
らの配信はできるものの、接続する人数が増えると画
質や音質が低下する傾向が見られた。これは、大学の
ネットワークの問題ではなく、配信しているサーバー
の影響を受けているように思われた。
これら一連の検証でライブ配信講義の可能性と限界
を明らかにした。検証を行う中で、使用するブラウザ
により動作が異なることが明らかとなった。Teams
がマイクロソフト社製であることから、同社が開発し
ている Internet Explorer やMicrosoft Edge を用いる
ことが望ましいのではないかと当初考えていた。しか
し、これらのブラウザを使用すると、画像が 90 度回
転して映るなど、様々な問題が発生した。ブラウザを
変えながら検証を行った結果 Google Chrome を用い
る場合、最も動作が安定するようであったことから、
Google Chrome を推奨することとした。同じ会社が
作成しているブラウザとTeams の相性が良くなかっ
た理由は判明していない。

― 42 ―

日本赤十字豊田看護大学紀要16巻 1号　2021



ライブ配信の検証を一通り終えたものの、依然とし
て接続確認ができていない学生がいることの懸念が
あった。また、連続して配信できることの検証も兼
ね、持続接続状態を保ち、学生がその期間に接続確
認をすることとした。4月 24 日から 27 日にかけて、
Teams でライブ配信状態を維持しながら確認を行っ
た。この検証では、ライブ配信状態のまま接続する人
が一人もいなくなると、一定時間で強制的に接続が遮
断されることが明らかとなった。

Ⅴ．機材選定

遠隔授業においてライブ配信環境の構築が必要であ
ることが決定的となりつつあった 4月初旬、使用する
ソフトウエアの問題と同時にハードウエア、すなわち
機材をそろえることが急務となった。ライブ配信を行
うこととなる講義室の PCはライブ配信を想定してお
らず、web カメラやマイクは無かった。また、各教
員の研究室の PCも同様であった。この頃、家電量販
店の店頭のみならず、e コマース上からもweb カメ
ラは姿を消し、マイクも限られたものしか入手できな
い状況となっていた。
そこで、ラーニングポッドに設置しているノート
PCを利用することとした。ノート PCにはカメラと
マイクが備わっており、一通りの配信が可能な環境
を確保することはできた。しかし、ノート PC組み込
みのカメラは PCの前にいる人を映すには十分である
が、板書を行いながらの配信には機能が十分ではない
ことが明らかとなった。これは内臓マイクも同様であ
り、ノート PCから離れた場所の音声の収音への対応
が求められた。さらに、試験配信では画質や音声が十
分でない場合があり、配信内容を記録し後に動画配信
ができるようにする必要性が指摘され、録画機能を持
つ更なる機材の充実が必要となった。
録画可能なビデオカメラやデジタルカメラを動画配
信に利用することが可能であることがweb 上の情報
から明らかとなり、使用可能な機器の選定を進めた。
しかし、これらの情報はYouTube（Google 社）など
で動画配信を行うための機器紹介が大多数であり、比
較的高価な機材を使用していた。講義を同時に複数実
施するため、4組の配信システムを構築しなくてはな
らないことから、機材に必要な費用を廉価に抑えるこ

とは重要であった。
ビデオカメラやデジタルカメラを PCに接続する場
合、HDMI（High-Definition Multimedia Interface/
高精細度マルチメディアインターフェース）出力され
た信号をHDMI キャプチャボードという機器により
USB接続できるように変換してPCに画像や音声デー
タを入力することが一般的であることされていたこと
から、手ごろなHDMI 出力が可能なビデオカメラや
デジタルカメラおよび、HDMI キャプチャボードを
探索した。HDMI キャプチャボードは国内メーカー
の製品は種類が限られており、また、web カメラと
同様に需要が急増したのか eコマース上での流通量も
限られていた。ビデオカメラやデジタルカメラについ
ては、撮影および録画をしながらHDMI から信号が
同時に出力される、通称、HDMI スルー出力に対応
した機種の選定が必要となった。
高価な機器はHDMI スルー出力に対応しているも
のが多く、また、その機能を謳うものもあるが、低価
格帯の機種ではほとんどが対応しておらず、さらに、
機能の有無を明らかにしていない。そのため、web
上のクチコミ情報を頼りに、実際に購入をして試して
みるしかHDMI スルー機能の有無を確認する手段は
なかった。ライブ配信による授業開始まで時間がない
ことから、私費での購入を敢行し、デジタルカメラ 
Tough TG-6（オリンパス社）、ビデオカメラ Everio 
GZ-F270（JVC ケンウッド社）、HDMI キャプチャ
ボードとして GV-US2C/HD（アイ・オー・データ機
器社）、HSV321（Mirabox 社）の 2種を入手した。
これらを接続し試したところ、GZ-F270 と GV-
US2C/HDを用いた場合に良好な画質と音質が得られ
ることが確認された（写真 1）。4月 21 日にこれら機
器の検証を終え、翌 22 日には恒川課長の手配により、
購入が困難と思われた GV-US2C/HDおよび GZ-F270
の購入のめどがつき、ライブ配信による遠隔授業に必
要な機材がそろうこととなった。

Ⅵ．遠隔授業のマニュアル作成

ライブ配信環境の構築が進み、ライブ配信講義の実
現可能性が見えてきたものの、情報ネットワーク支援
作業部会のメンバーも手順の複雑さに閉口するところ
があった。ライブ配信講義の円滑な実施を目指すため
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にはマニュアルの作成が必要であることは明らかで
あった。5月 11 日からライブ配信講義を開始するこ
とは決まっていたが、Teams の検証と機器の選定を
終えたのは、すでに 4 月も終わろうとする頃であっ
た。日付のみを見るとまだ時間があるように思える
が、4月末から 5月 6 日まではゴールデンウイークで
あり、さらに新型コロナウイルスの感染は拡大傾向を
示し、愛知県を含む 13 道府県は特定警戒都道府県に
指定され、外出や集合することがはばかられる状況で

あった。実際に活動できる時間は限られていた。その
ような中、マニュアル作りが進められた。マニュアル
作りは渡辺が PCを中心とした主要な内容を担当し、
主に学生が使用すると考えたスマートフォン対応のマ
ニュアルを、アンドロイド版は初田が、アイフォーン
版は高見が作成する陣容で進められた。マニュアルの
内容はTeams を中心に、Forms や Stream との連携
など、講義を運営するうえで必要な操作を網羅するよ
うに作成が行われた（表 2）。

写真 1　ライブ配信による遠隔授業用機材

表 2　遠隔授業に関して作成したマニュアル

対象 配信月日 タ イ ト ル

教職員 4月 28 日 Teams 利用方法Ver1
4 月 28 日 Teams チーム作成方法について
5月 8日 Teams チャネル作成方法について
5月 8日 Stream動画アップロード手順
5月 11 日 Forms での学生からの課題（ファイル）受付方法
5月 11 日 Teams に Forms リンクする方法
5月 15 日 Teams 利用方法Ver2
5 月 15 日 Teams ファイルの保管方法
5月 15 日 バナーとフィードについて
5月 18 日 講義室共用のデュアルディスプレイの導入について
5月 21 日 遠隔授業不調の際の対処方法（案）
5月 25 日 Forms の設定について（補足）

学生 4月 18 日 リモート授業テスト参加手順
5月 8日 Stream視聴方法
5月 15 日 バナーとフィードについて
5月 15 日 Forms での課題提出方法
5月 21 日 課題を iPhone の Pages で編集した場合
5月 25 日 Forms の入力について（補足）
6月 3日 Teams に提示されたWord ファイルを使用して課題を行う手順
6月 3日 Teams に提示されたWord ファイルを使用して課題を行う手順Android 版
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Ⅶ．新しい大学生活様式に向けての情報ネット
ワーク支援

この原稿を執筆している12月下旬、欧州において再
び新型コロナウイルスの感染拡大が深刻な状況となっ
ている。我が国においても感染拡大が人々の生活に影
響をおよぼす状況は依然と続いている。一方で、新型
コロナウイルスワクチン実用化に向けた取り組みが進
められ、欧米においてワクチン接種が進められる報が
聞かれ、明るい兆しも見え始めている。そのような状
況のなか、人々は “ 新しい生活様式 ”に馴染みつつ、
移動や飲食店利用の規制と経済活動の適度なバランス
を探しながら社会活動を進め、大学においても適切な
距離を保ちながらの活動が再開されている。昨年度よ
り情報管理・図書委員会で計画してきた学内Wi-Fi の
敷設工事が 9月に折しも完了し、学生、教職員が学内
の様々な場所で情報ネットワークに接続が可能となり、
人と人の距離を保つことに寄与できたのは僥倖であっ
た。また、文部科学省の遠隔授業の環境構築の加速に
よる学修機会の確保補助金を活用し、学生に貸与する
PCの充実を図り、さらに後期の遠隔授業の品質向上
を目論見、Zoomの導入の検討を進めた。これらを進
めるなかで書類やマニュアルの作成も進められたが、6
月から芝口が情報ネットワーク支援作業部会に加わっ
たことで、さらに充実した陣容で行われた。
今後の新型コロナウイルスの感染の動向を予測する
ことは困難であり、今後求められる対応は未知であ
る。そのような状況ではあるが、情報ネットワーク支
援作業部会は情報ネットワークの構築・維持を通して
“新しい大学生活様式 ”を支援していきたいと考える。
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Ⅰ．はじめに

新型コロナウイルスの感染拡大が深刻化し、愛知県
独自の緊急事態宣言が 4月 10 日に発出された。教育
の質を保証するため、できる限り対面での教授活動を
展開すべく、感染防止策と教授活動の両立方法を探っ
てきたが、従前の対面授業を断念せざるを得ない状況
となった。新型コロナウイルス感染予防対策本部会議
において、前期学部授業および大学院授業を 5月 11
日より遠隔授業に切り替える意思決定がなされ、本学
の情報ネットワーク支援室の遠隔授業に関する情報収
集およびシミュレーション結果に基づき、日本赤十字
豊田看護大学看護学部および大学院看護学研究科にお
ける遠隔授業の開始に向けた準備を加速させた。
遠隔授業への切り替えにあたり、時間割を再編成し
た。編成において、感染拡大状況下であっても対面で
の授業展開が望ましい単元の抽出を行い、その単元の
受講のために入構する学生人数を確認し、関係部門と
の協力により可能な感染防止対策の範囲内であるか否
かを確認した。また、対面授業を受講する学生が同日
に遠隔授業を受講する等の不備を排除するため、学内
での対面授業を受ける日と学外で遠隔授業を受ける日
を分けた。さらに、本学のネットワーク環境や全国的
なネットワーク環境をふまえ、リアルタイム配信によ
る授業の同時開講数の見極めを行い、オンデマンド配
信との併用を行うべく調整を行った。
遠隔授業への切り替えの決定から開始まで、猶予の
無い状況であったが、学生に対する教育の質保証に向
けた教職員の意識の高さと団結力により、混乱なく
粛々と準備が進んだ。
ここでは、2020 年度に新型コロナウイルス感染症

対策のもとで行った授業について、前期授業の遠隔授
業への切り替え、前期遠隔授業の実施、後期遠隔授業
の改善に分けて述べる。

Ⅱ．前期授業の遠隔授業への切り替え

1．遠隔授業の授業形態
前期の遠隔授業の形態は、本学のネットワーク環
境とアプリケーション（Offi  ce365 および Teams、
Stream、Forms 等）において可能なものとして、①
Teams を用いたリアルタイム配信、② Stream を用
いたオンデマンド配信（事前に作成した動画や音声入
りのパワーポイントや授業の動画）、③Teams のチャ
ネルからのテキスト・資料などを用いた課題学習の提
示の 3つを設定した。教員に対して、各授業の形態を
決めることと、それに伴う授業概要（シラバス）の修
正を依頼した。その際には、教育の質を保証する観点
から目的目標の変更は行わないこと、学習への動機付
け、学習成果の把握、双方向コミュニケーションに留
意して授業を計画することを依頼した。
各科目において、授業後に当該内容の理解度を確認
するミニテストを行うことや、単元ごとに課題を提出
してもらう授業計画が作成された。

2．学生の自宅へ紙媒体の授業資料の配布
学生の学習環境に関する調査結果から、自宅や下宿
先にプリンタがない者が多くいた。そのため、授業資
料をデータ配信しても、印刷するための費用がかかる
ことや資料を見ながらリアルタイム配信またはオンデ
マンド配信の授業を受けることが難しいことが想定さ
れた。そこで、前期授業期間内おおよそ 3週間ごとに
計 4回、授業の開講される時期に先立って、印刷した
授業資料を学生の自宅に郵送することとした。

特　　集

 新型コロナウイルスの感染拡大に対応した遠隔授業体制の構築
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3． 教材のオンライン配信システムの導入
例年授業の際に、図書館の視聴覚資料を用いていた
教員から、視聴覚資料を遠隔授業に活用したいとの意
見があり、医学教育教材のオンライン配信を導入する
こととなった。導入する教材のタイトルの選定にあ
たっては、学内教員および非常勤講師を対象とした希
望調査を行い、最終的に 30 タイトルを決定した。5
月末には学生教職員が、視聴覚教材提供元のホーム
ページから視聴できる環境となった。

4．遠隔試験の実施および学生からのレポート郵送
成績評価については、対面の試験を行うことができ
ないことを前提として、教員に評価方法の再検討を依
頼するとともに、遠隔試験や手書きレポート提出の実
施方法について検討した。
遠隔試験は、アンケート機能を持つアプリケーション

（Forms）を用いて、試験開始および終了時間を指定し
て行うこととした。試験形式は「教科書やノートなど
の持ち込み可」とし、教員にその旨を伝え、了解を得
た上で試験問題の作成を依頼した。試験中の質問は、
大学事務局への電話とTeams のチャネルへのチャット
の書き込みによって受け付けることとした。また、ネッ
トワークの不備など不可抗力で試験を受けられない事
態が生じた場合は、速やかに電話で連絡するようにと
周知した。試験監督は、1名の教員が試験時間中にわ
たって試験チャネル（Teams）を開き、試験の開始時
刻と終了時刻を投稿して指示するとともに、チャネルを
常に監視して学生からの質問の書き込みに即時に対応
できる体制を取ることとした。また、これらの手順を遂
行するため、学生に対する「遠隔試験の諸注意」なら
びに教員に対する「遠隔試験実施要領」を作成した。
全科目のレポート課題の内容と提出方法を確認した
ところ、手書きの課題が数件あった。そこで手書きの
課題は、前期授業日程終了後に、全科目分まとめて大
学に郵送してもらうこととし、第 4回目の授業資料を
発送する際に、大学宛のレポート提出用のレターパッ
ク®を同封した。

Ⅲ．前期遠隔授業の実施

遠隔授業が始まってから生じた課題を以下の 4点に
整理した。

1．遠隔授業に対する学生の不安
遠隔授業が始まってすぐ、学生から「課題の提示
や提出先が、学務システム（メソフィア）であった
りTeams であったり、科目によって異なるので統一
して欲しい」「リアルタイム配信が行われないオンデ
マンド配信授業に関して対応が難しい」という意見が
寄せられた。遠隔授業はOffi  ce365 のアプリケーショ
ンソフトを中心に実施することになっていたが、本学
が従前から使用しているメソフィアにレポート提出機
能があり、それに慣れている教員が多くいたことに加
えて、Forms による提出方法を十分に周知できてい
なかったことから、レポート提出方法の統一ができな
かった。
また、学生の中には、オンデマンド配信の授業に対
して、授業が行われていないという感覚を持った者が
いた。その反対に、すでに配信されているオンデマン
ド授業に自分が気づいていないのではないかという思
いを常に持って不安に駆られる者もいた。本学は学生
毎に学生生活を支援するチューターを配置する制度が
あり、そのチューターを通じて授業の把握について学
生への注意喚起を行うとともに、不安があった時にす
ぐに確認・相談ができる体制とした。
授業開始後しばらくして複数の学生から、課題の負
担が大きいとの意見がチューターを通じて寄せられ
た。それを受け、シラバスの中に示された学習課題
を点検するとともに、教員に対して「課題の提示日」
「課題の内容及びおおよその量」「提出締め切り日」を
確認する調査を行った。その結果、ミニテストおよび
課題の提出締め切りが重なる集中した日があったこ
と、6月以降はミニテストや課題提出締め切りの重な
りは 1日最大 3件であったことが判明した。6月以降
の課題については過重な負担とは判断されず、調整は
行わなかった。課題の提出締め切りは各担当教員に
よって設定されていたが、負担が過度にならないため
の配慮が必要となる可能性もある。
中には孤独感から不安を感じる学生もいた。学生か
らチューターへの連絡の中に、「自分は 1人で課題に
取り組み、何日も時間をかけながら行ったが、他の人
と比べると達成度としては低いのではないかという不
安を感じる」というものがあった。このような学生に
は、チューターを通じて励ましを行った。日頃は、学
生同士で顔を合わせ情報交換や相談ができる環境があ
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り、それによって学習活動が支えられていることを実
感させられた。

2．教員による学生の状況の把握
教員の側からも、授業毎の課題提出やミニテスト

の受験が確認できず、実際に学習を行っているのか
どうか把握できない学生がいるという意見があった。
チューターは、学習状況を把握するため、週に 1回程
度ずつ学生へ連絡を取ることが依頼されていたが、授
業担当教員やチューターからの連絡に反応がない学生
もおり、課題提出や受験ができていない理由を掴むこ
とが難しいと感じられた。必要時には、本人および保
護者に電話するとともに、面談を実施することとした。

3．授業資料の事前配布
授業開始までに授業資料の郵送を行うこととしてい
たが、教員の遠隔授業の準備に伴う負担が大きかった
ためか、中には授業資料の提出が事前発送に間に合
わないケースも生じた。その場合、学生にTeams の
チャネルやメールを通して資料配布の遅れがあったこ
と、次回の発送時に郵送することを伝え、教員に対し
て資料は事後配布になったことを説明し質問への対応
の機会を十分に持つことを依頼した。

4．リアルタイム配信時の画像
リアルタイム配信の授業では、ほとんどの場合パ
ワーポイントまたは PDFファイルの画面を共有する
ことを中心にして行われていたが、オムニバスで数コ
マのみを担当する講師で、教室のホワイトボードを使
用して講義を行う様子をWeb カメラで撮影して配信
したことがあった。授業直後から学生から、映像が不
鮮明で板書の文字を読みとることができず、わかり難
いとの意見が多く寄せられた。映像が不鮮明になるこ
とを予測した学務課職員がハンディカメラで授業を録
画していたため、その動画を翌日にオンデマンド授業
としてアップロードできたが、現在のネットワーク環
境では授業方法が制約されてしまうことが浮き彫りに
なった。

Ⅳ．後期遠隔授業の改善

前期授業の経験を受けて、後期授業における主な改

善は、以下の 3点である。

1．対面授業と遠隔授業の組み合わせ
授業開講スケジュールを作る上で、学生の学習習慣
および大学を通した交流形成を意図して、定期的に対
面授業を行うことを取り入れた。対面授業の頻度は、
1年生については大学とのつながりが未だ希薄である
と考えられたことから週 3日、2年生は週に 2日とし
た。3年生は実習、4年生は卒業研究が中心であるこ
とから、1・2 年生よりも高い頻度で対面授業が行わ
れると考えられた。また、対面授業を行う科目として
は、授業時間外の学習や質問が多いことが想定される
病態・治療論や、実技指導を含む看護技術とした。ま
た、パソコンを用いた統計解析を学ぶ保健情報演習
は、オンデマンド配信の授業（正課の授業時間）に加
えて、大学の対面授業がある日に担当教員が質問を受
け付けるオフィスアワーの時間を設定した。

2．授業開講スケジュール表の改善
前期の授業開講スケジュール表は、授業時間が決
まっているリアルタイム配信授業のみを掲載し、オン
デマンド配信や学習課題を課す授業は掲載されなかっ
た。そのため、学生はシラバスを確認して、自分で学
習スケジュールを作成する必要があった。このことは
学生自身が学習計画を管理することを促したが、学生
の学習の遅れや不安の一因にもなった。後期の授業開
講スケジュールは、リアルタイム配信、オンデマンド
配信、対面授業をすべて掲載することとした。

3．Zoomの導入
前期のTeams のミーティング機能を用いたリアル
タイム配信は、Web カメラによる映像が不鮮明であっ
たこともあり、後期からは Zoomが導入された。これ
によって、リアルタイム配信の映像の解像度が改善さ
れるとともに、授業資料を画面共有しながら教員の様
子も映るようになり、授業がわかりやすくなった。ま
た、ブレイクアウトミーティング機能を使ったグルー
プワーク、チャット機能を使った質疑応答などが可能
となり、活用されている。
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Ⅴ．今後の課題

遠隔授業を通して、普段行っている対面授業の環境
が学生の大きな支えになっていること、一方で様々な
授業のあり方が可能であることを実感させられた。今
年度は期せずして、遠隔授業を行うためのネットワー
ク環境および体制の構築が進んだ。次年度以降は、感
染症対応としてだけではなく、これらの環境を活用し
たより効果的な授業方法の探求が必要である。
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Ⅰ．はじめに

2020 年 1 月に国内でも確認された新型コロナウイ
ルス感染症は、12 月には第 3 波の局面を迎え、私達
の生活様式を大きく変えることとなった。
愛知県では、2020 年 4 月 10 日に県独自の緊急事態
宣言が発出され、さらに 4月 16 日には国から「特定
警戒都道府県」に指定されたことにより、不要不急
の外出自粛、3つの密  （密閉空間・密集場所・密接場
所）を避けることが要請された。5月 14 日には国の
宣言の対象区域から除外され、愛知県独自の緊急事態
宣言は 5 月 25 日に解除された。7 月 15 日に 16 名の
感染判明以降急激に感染者が増え続け、8月 6 日から
8月 24 日までの 19 日間「新型コロナウイルス感染症 
愛知県緊急事態宣言」が発出され、①不要不急の行動
自粛・行動の変容、②県をまたぐ不要不急の移動自
粛、③感染防止対策の徹底が要請された。9月 18 日
には「厳重警戒」から「警戒領域」に移行したが、10
月下旬から新規感染者数の増加が始まり、第 3 波に
入ったとの認識のもと「厳重警戒」として基本的な感
染防止対策の徹底のほかに年末年始における感染防止
対策の徹底が求められているところである。
本学では、3月 30 日に新型コロナウイルス感染予
防対策本部を立ち上げ、本部長（学長）を中心に 11
の機能班、3の作業部会がそれぞれの役割を担い、大
学の方針決定に大きく寄与してきた（参照 P15）。対
策本部会議は現時点で 16 回開催され、学生・教職員
の安全、教育の質保証、学生並びに教職員への啓発、
感染対策に必要な物品の確保等の検討を重ねてきた。
本稿は、新型コロナウイルス感染予防対策にかかる本
学の 2020 年の活動報告である。

Ⅱ．主な取り組み

1．学生・教職員の安全
一般的に発熱の基準は 37.5℃ではあるが、本学の発
熱の基準を 37.0℃と設定し、学生は毎日健康観察を行
うこととなった。実習施設の要望や対面授業実施等に
あわせ学生が記載する健康観察記録はその都度改訂が
加えられてきた。発熱の際は健康状態モニター手順に
則り、症状・状況の聞き取り調査を行い、情報を集約
し対応方法が決定されている。
学生が入構する出入口は 1か所に限定され、出入口
にアルコール消毒液が設置された。学内では、換気、
マスク着用、座席の指定、食事可能エリアの仕切り作
成等感染対策が取られた。対面での後期授業開講に向
けて、スモークマシンを用いて講義室の換気状況の
検証を行い、各講義室は機械換気に加えて窓の開放、
サーキュレーターの併用により十分な換気が行えてい
ることが確認された。
登校時の感染対策として、希望する学生の自動車通
学を許可し駐車料金を無料とすることとした。
教員会議は密を避けるため 7月まではメールでの開
催であったが、8 月以降は Zoom を用いたWeb 会議
を行っている。
愛知県独自の緊急事態宣言が発出されたことに伴
い、教職員は 4月 13 日から 5月 20 日までは原則在宅
勤務を行うこととなったが、事務職員の出勤削減率は
70％に到達せず、十分な状況とは言えなかった。在宅
勤務については今後の検討課題である。

2．教育の質保証
実習施設に対し大学の感染対策について説明し交渉
を重ねたが、感染拡大の影響で実習の受け入れを中止
する施設も出てきた。「到達目標は変更しない」とい

特　　集

新型コロナウイルス感染拡大下での
学生・教職員及び地域の安全を守る取り組み

山田　　誠 1　恒川美智子 1

1 日本赤十字豊田看護大学
 新型コロナウイルス感染予防対策本部
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う学長の方針を受け、臨地実習とシミュレーターを用
いた学内実習の組み合わせで教育の質が保証できるよ
う領域別に内容の検討が行われた。
講義・演習班は前期開講スケジュールの見直しを
行い、情報ネットワーク支援室の支援のもと、主に
Teams を用いた遠隔授業が 5 月 11 日から開講され
た。後期は対面授業を中心に、季節性インフルエンザ
や新型コロナウイルスの感染拡大が心配される時期に
遠隔授業に切り替える事を前提としてスケジュールが
調整された。後期遠隔授業は Zoomを用いて実施して
いる。また、授業資料を定期的に発送し、学生の自律
した学びへの支援を行った。
教育の質保証委員会で審議の結果、基礎教育の修
了要件を満たす内容となっていることが確認されて
いる。

3．学生並びに教職員への啓発
学長・学部長から学生、保護者向けのメッセージを
示し、大学の方針、感染防御行動についてタイムリー
な情報発信を行ってきた。
学内施設利用時の注意事項の周知、スクールバス内
の感染拡大の予防を目的に、イラストを掲示し、手指
衛生、講義室・スクールバス車内での飲食禁止、会話
に対する注意を促した。食事時にマスクを外す際の感
染リスクが高いため、衝立を設置し、飛沫感染を防ぐ
等の対策を講じた。
また、ICD（Infection Control Doctor）下間正隆教
授制作の「イラストみんなの感染対策マニュアル」を
テキストとして、臨地実習の前の学内実習初日に①手
指衛生、②個人防護具（エプロン）の着脱、③手袋の
着脱について感染予防に関する学内演習を行った。学
内演習に先立ち教職員向けの感染対策デモンストレー
ションが実施され、全教員が受講した。

4．感染対策に必要な物品の確保
春先にはマスクの購入が難しくなった。マスクが 1
枚あたり 60 円超というオイルショック同様の混乱が
生じ、小売店での購入が困難になりインターネット転
売が横行する事態となった。大学ではマスク9,300枚、
テノケア 3,100 本の在庫を有していたが、保有在庫で
は不足が生じることを懸念し追加購入した。また、実
習施設からはアルコール消毒液の持参が求められ、第

11 回新型コロナウイルス感染予防対策本部会議にて
臨地実習時のマスク、擦式手指消毒液及び携帯用ポ
シェットについては大学が購入し学生に配布すること
が決定された。
また、希望者には学長のご母堂作成のマスクが配布
され、学生・教職員から大変好評であった。

Ⅲ．今後に向けて

新型コロナウイルス感染症を予防するワクチンの開
発が進んでいるが、今私たちにできることは、とにか
く感染しないことである。
今後も、学内で感染が拡大することがないよう感染
予防対策を講じ、学生が自律して学ぶ機会を大切にし
たい。
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日本赤十字豊田看護大学紀要　投稿規程

（目的）
第 1条　日本赤十字豊田看護大学（以下、「本学」という）における教員等の教育・研究成果をひろく看護界に発信
し、看護学の向上と発展に寄与することを目的として、「日本赤十字豊田看護大学紀要（以下、「紀要」という）」
を電子ジャーナルとして刊行する。編集及び発行は本規程の定めるところによる。紀要の英文は、「Journal of 
Japanese Red Cross Toyota College of Nursing」とする。

（編集委員）
第 2条　研究推進・紀要委員会規程（以下、「規程」という）第 2条第 1項第 4号の規定を円滑に遂行するために編
集委員を置く。
2　編集委員は、規程第 3条に規定された者とする。
3　編集委員長は研究推進・紀要委員長とする。

（投稿資格）
第 3条　紀要の投稿資格は、次の各号に定める者とする。
（1）本学の専任教員及び非常勤講師。
（2）本学大学院生、本学大学院修了生、本学大学卒業生並びに日本赤十字社及び日本赤十字学園に勤務する者。
（3）その他、研究推進・紀要委員会（以下、「委員会」という）が適当と認めた者。

（研究論文の種類と内容）
第 4条　紀要に掲載する内容は、未発表の研究論文とする。研究論文の種類は原則として以下のとおりとする。
（1）総説：ある主題に関連した研究の総括、文献についてまとめたもの。
（2）原著：主題が明確で独創性に富み、研究論文としての形式が整っているもの。
（3）研究報告：研究論文としての形式が整っており、価値が認められるもの。 
（4）実践報告：ケースレポート、フィールドレポート等。
（5）資料：上記の分類に該当しない重要な記録、及び研修等の報告等。

（執筆要領）
第 5条　原稿の執筆要領は別に定める。

（投稿論文の提出）
第 6条　投稿論文は、「紀要投稿申込書（様式第 1号）」及び「共同研究者同意書（様式第 2号）」を添えて、直接持
参するか郵送する。また、指定された電子媒体をメール添付する。
2　投稿論文は、3部（うち 2部は複写にし、氏名と所属、ローマ字表記氏名、助成金に係る事項、謝辞を削除した
ものとする。）を指定した期日までに提出する。また、氏名と所属、ローマ字表記氏名、助成金に係る事項、謝辞
を削除した電子媒体でも提出する。
3　投稿論文の採用決定後に、本文、図、表を保存した電子媒体とそのプリントアウトしたものを 1部提出する。
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4 　投稿論文提出先は、下記の住所及びメールアドレスとする。なお、郵送する場合は、簡易書留とし、「原稿在中」
と朱書きする。
　　　〒 471-8565　豊田市白山町七曲 12 番 33
　　　　　　　日本赤十字豊田看護大学研究推進・紀要委員会

　　　紀要提出専用アドレス　E-mail：kiyou@rctoyota.ac.jp

（投稿論文の採否）
第 7条　投稿論文の採否は、複数の査読者を経て、委員会が決定する。
2　投稿論文の内容に応じて本学の専任教員又は学長が指定した者の中から査読者を選定し、委員会が依頼する。
3　条件付き採用又は再査読となった場合には、査読者の意見を付して訂正を求め、再度査読を行ったうえで採否を
決定する。なお、査読は原則 2回までを限度とする。
4　不採用となった場合には、著者は委員会委員長に不服を申し立てることができる。

（著者校正）
第 8条　著者校正は 1回とする。校正時の大幅な追加、修正は原則として認めない。

（費用）
第 9条　掲載料は原則として規定枚数までは無料とする。ただし、規定枚数超過分の経費は、著者負担とする。
2　図表等のデータ作成に特別に要する費用は著者の自己負担とする。

（著作権）
第 10 条　著作権は本学に属する。また研究論文の電子化についても承認したものとする。

（雑則）
第 11 条　この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関して必要となる事項は、その都度協議し、教授会の議を
経て、学長がこれを定める。

附則
1　この規程は、平成 16 年 9 月 22 日から施行する。
2　この規程は、平成 17 年 5 月 25 日から施行する。
3　この規程は、平成 19 年 6 月 27 日から施行する。
4　この規程は、平成 20 年 4 月 23 日から施行する。
5　この規程は、平成 22 年 7 月 14 日から施行する。
6　この規程は、平成 22 年 7 月 28 日から施行する。
7　この規程は、平成 23 年 3 月 1 日から施行する。
8　この規程は、平成 26 年 11 月 26 日から施行する。
9　この規程は、平成 27 年 2 月 25 日から施行する。
10　この規程は、平成 28 年 5 月 24 日から施行する。
11　この規程は、令和 2年 2月 26 日から施行する。
12　この規程は、令和 2年 7月 22 日から施行する。
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日本赤十字豊田看護大学紀要　執筆要領

 （目　的）
第 1　日本赤十字豊田看護大学紀要投稿規程第 5条に基づき、この執筆要領を定める。

（研究論文の種類と制限枚数）
第 2　研究論文の種類と制限枚数は図表を含め、総説、原著、研究報告が 20 枚、実践報告、資料が 10 枚以内とす
る。なお、1枚は 40 字× 40 行とする。

（研究報告の構成）
第 3　投稿原稿のうち、原著及び研究報告の構成は、原則として、以下のとおりとするが、各専門分野の慣例に従う
こともできる。
　　　Ⅰ　緒言、はじめに（研究の背景、目的）
　　　Ⅱ　研究方法（研究・調査・実験・解析に関する手法の記述および資料・材料の集め方）
　　　Ⅲ　研究結果（研究等の結果）
　　　Ⅳ　考察（結果の考察・評価）
　　　Ⅴ　おわりに・謝辞
　　　文献

（執筆形式）
第 4　投稿原稿の執筆形式は以下の内容とする。
 原稿は、和文または英文で作成する。原則として、ワードプロセッサー（Microsoft Word が望ましい）を使用し、
A4版用紙に 40 字× 40 行（英文はダブルスペース）で印字する。文字サイズは、和文の場合は 10.5 ポイント、英
文の場合は 12 ポイントとする。余白は、上部余白 30mm、下部余白 20mm、左側余白 20mm、右側余白 20mmと
する。
本文中の段落番号は、1．1）（1）・・・とする。
2　原稿作成上、次のことに留意する。
ア　 和文において、文体は常体とし、新かなづかい、常用漢字を用いて、簡潔に記述する。外国語はカタカナ表記
とし、外国人名、日本語訳が定着していない学術用語等は、原則として、活字体の原綴りで記載する。

イ　度量衡の単位・記号は、原則として国際単位系（SI）とする。
ウ　初出のときは完全な用語を用い、以下に略語を使用することを明記する。
エ　英文表題は、最初（文頭）及び前置詞、冠詞、接続詞以外の単語の最初の文字を大文字とする。
オ　図・表・写真は、そのまま印刷できる明瞭なものとし、次の点に留意する。

　　　（ア）大きさを希望する場合は、その寸法を明記する。
　　　（イ）図・表・写真にはそれぞれ番号を付し、図表は一括して原稿の末尾に添え挿入場所を欄外余白に朱書き

で記載する。
　　　（ウ）図・表・写真には表題を付し、必要に応じて説明文をつける。
　　　（エ）写真は手札以上の大きさにプリントした鮮明なものに限る。
　　　（オ）図・表の 1枚は和文の場合、400 字原稿用紙 1枚、英文の場合はA4版ダブルスペース　1枚に相当する

ものとして取り扱う。
　　　（カ）論文は、以下の順序で作成する。
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　（和文論文の場合）
論文の種類（総説、原著、研究報告、実践報告、資料のいずれか）
表題（40 字以内）、英文表題、著者名、著者名（ローマ字表記）、所属、
要旨（和文 400 字前後）
キーワード（5語以内）
本文（ページ番号を入れる）
文献
英文抄録（英文表題、著者名（ローマ字表記）、所属（ローマ字表記）、
英文要旨 250words 前後（総説、原著、研究報告の場合のみ記載））
（英文論文の場合）
論文の種類（総説、原著、研究報告、実践報告、資料のいずれか）
英文表題、和文表題（40 字以内）、著者名（ローマ字表記）、所属（ローマ字表記）
要旨（英文 250words 前後）
キーワード（英文 5語以内）
本文（ページ番号を入れる）
文献
和文抄録（和文表題（40 字以内）、著者名、所属、和文要旨 400 字前後）

　　　（キ）表題・要旨を含め英文についてはネイティブの専門家によるチェックを受ける。
　　　（ク）原稿には、ページ番号及び行番号をつける。
3　引用文献は、本文中の引用部分の後に括弧を付し、当該括弧の中に著者の姓（3名まで）及び発行年次（西暦）
を記載する。ただし、引用部分を明確にするときは頁数を記載する。この引用文献は最後にアルファベット順に一
括して引用文献のみを記載する。但し、共著者は 3名まで表記する。記載方法は下記の例示の通りとする。
ア　雑誌掲載論文…著者名（発行年次）．論文表題．雑誌名，号もしくは巻（号），最初のページ数－最後のページ数．
イ　 著書　単行書…著者名（発行年次）．本の表題．発行地：発行所．編著書の場合：論文著者名（発行年次）．論

文表題．編者名，所収の単行本の表題（pp. 最初の頁－最後の頁）．発行地：発行所．
ウ　翻訳書…著者名（原語のまま）（原書発行年次）／訳者名（翻訳書の発行年次）．
　　翻訳書表題．発行地：発行所．
エ　ホームページ…参照したホームページのタイトルまたはそれに相当するもの、アドレス、閲覧した年月日．

（倫理的配慮）
第 5　倫理的配慮について、日本赤十字豊田看護大学研究倫理審査委員会規程第 2条第 1項の各号に準拠しなければ
ならない。
2　研究の遂行にあたり、倫理上の配慮をし、その旨を本文中に明記する。

（改廃）
第 6　この要領の改正が必要な場合は、その都度研究推進・紀要委員会で協議し、教授会の議を経て、学長がこれを
定める。

附則
1　この要領は、平成 23 年 3 月 1 日から施行する。
2　この要領は、平成 26 年 11 月 26 日から施行する。
3　この要領は、平成 28 年 5 月 24 日から施行する。
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4 　この要領は、平成 29 年 1 月 25 日から施行する。
5　この要領は、令和 2年 2月 26 日から施行する。
6　この要領は、令和 2年 7月 22 日から施行する。
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編集後記

「日本赤十字豊田看護大学紀要」第 16 巻第 1号を発刊しました。本学の学術情報リポジトリには、紀要第 1巻から
第 15 巻まで保管されており、学内外からアクセスが可能です。インターネット環境の向上にともない、本学でも紀
要第 16 巻から冊子印刷をやめ、電子媒体にのみ変更しました。
今年度は、新型コロナウイルス感染症が本学の教育にも大きな影響を与えました。そこで、紀要第 16 巻では、新
型コロナウイルス感染症に対する本学の取り組みを特集しました。また、本巻には 1編の研究報告を掲載しました。
担当委員会のメンバーが多く入れ替わり、新たな気持ちで紀要に取り組むことができました。
 （編集委員長：野口眞弓）

研究推進・紀要委員会
委　　員　南谷志野、初田真人、栩川綾子、藤井愛海、平野二郎、田内真由美
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